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茂原市議会定例会会議録（第１号） 

令和３年６月２日（水）午前10時00分 開会 

○議長（中山和夫君） おはようございます。ただいまから令和３年茂原市議会６月定例会を

開会します。 

 現在の出席議員は22名であります。したがいまして、定足数に達し会議は成立しました。 

                ☆            ☆              

午前10時00分 開議 

○議長（中山和夫君） 直ちに本日の会議を開きます。 

                ☆            ☆              

議会運営委員会委員長の報告 

○議長（中山和夫君） 最初に、今定例会の運営につき、閉会中に議会運営委員会を２回開会

し、種々協議を行いましたので、その内容について議会運営委員会委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長 杉浦康一君。 

（議会運営委員会委員長 杉浦康一君登壇） 

○議会運営委員会委員長（杉浦康一君） おはようございます。議会運営委員会の報告を申し

上げます。 

 去る５月６日に招集告示された令和３年６月定例会の運営について、５月14日及び５月26日

に委員会を開催し、種々協議いたしましたので、その結果について御報告いたします。 

 まず、会期については、議案22件、一般質問通告者６人を勘案し、本日から６月17日までの

16日間とすることといたしました。 

 次に、日程については、お手元に配付の日程表のとおりであります。本日は、会議録署名議

員の指名、会期の決定、議案の上程説明、陳情の上程後委員会付託を行うことといたしました。 

 ６月３日から８日までは、議案等調査のため休会、一般質問は６月９日に４人、10日に２人

行うことといたしました。 

 なお、質問順位は、くじにより配付資料のとおり決定しましたので、御了承願います。 

 ６月11日は、議案質疑後委員会付託を行い、本会議終了後、各常任委員会の審査をお願いい

たします。 

 なお、議案第６号から議案第21号については、人事案件のため、委員会付託を省略すること

といたしました。 
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 ６月12日から16日までは、報告書作成等のため休会。 

 最終日の６月17日は、午後１時から本会議を開き、議案等に対する総括審議を行うこととい

たしました。 

 以上が、今定例会の運営に関する協議決定事項であります。 

 議員各位の御理解、御協力をお願い申し上げ、報告を終わります。 

○議長（中山和夫君） 以上で、議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

                ☆            ☆              

諸 般 の 報 告 

○議長（中山和夫君） 次に、諸般の報告をします。 

 報告の内容は、閉会中における議長の諸報告、公務報告、令和３年３月定例会会議録につい

てでありますが、いずれもお手元に配付してあるとおりであります。 

 次に、本日招集されました６月定例会の議案等説明のため、市長並びに関係行政機関に出席

を求めたところ、お手元に配付してあるとおり出席報告がありました。 

                ☆            ☆              

議 事 日 程 

○議長（中山和夫君） 本日の議事日程は、既にお手元に配付してありますので、それにより

御了承願います。 

                ☆            ☆              

会議録署名議員の指名 

○議長（中山和夫君） それでは、これより議事日程に基づき議事に入ります。 

 議事日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本件については、会議規則第88条の規定により、議長から指名をします。 

 会議録署名議員に 

   ７番 西ケ谷 正 士 君 

   ８番 石 毛 隆 夫 君 

の２名を指名します。 

                ☆            ☆              

会 期 の 決 定 

○議長（中山和夫君） 次に、議事日程第２「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。今定例会の会期は、議会運営委員会の協議に基づき、本日から６月17日まで
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の16日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議ないものと認めます。したがいまして、会期は本日から６月17日までの16日間とする

ことと決定しました。 

                ☆            ☆              

議 長 の 報 告 

○議長（中山和夫君） ここで報告します。本日、市長から今定例会に提出するための議案の

送付があり、これを受理し、お手元に配付しました。 

 また、地方自治法施行令第146条第２項及び第150条第３項の規定により、繰越明許費繰越計

算書及び事故繰越計算書を調製した旨、また、地方公営企業法第26条第３項の規定により、下

水道事業会計予算を繰り越した旨の報告があり、同じくお手元に配付しました。 

 また、教育委員会から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定によ

り、教育委員会の点検・評価報告書の提出があり、同じくお手元に配付しました。 

                ☆            ☆              

議案第１号から第22号までの上程説明 

○議長（中山和夫君） 次に、議事日程第３「議案第１号から第22号までの上程説明」を議題

とします。 

 議案の上程については、議案22件を一括上程します。 

 市長から提案理由の説明を求めます。市長 田中豊彦君。 

（市長 田中豊彦君登壇） 

○市長（田中豊彦君） おはようございます。本日から、令和３年６月定例会を開催すること

となりました。議員各位におかれましては、大変お忙しいところ、誠に御苦労さまでございま

す。 

 それでは、議案の説明に入ります前に、諸般の報告をさせていただきます。 

 初めに、新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、先行して医療従事者及び高齢

者施設に入所している方への接種を実施しておりましたが、５月29日から65歳以上の高齢者へ

の接種を開始したところでございます。今後は、国の示した優先順位に従い、基礎疾患を有す

る方や高齢者施設の従事者等へ順次接種してまいりたいと考えております。また、急遽キャン

セルとなった場合に、ワクチンを廃棄することがないよう、医療機関においては高齢者を対象

に、市においては介護従事者、教職員、保育士等を対象に、それぞれキャンセルリストを作成
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し対応することとしております。引き続き、市民の皆様が安全に接種できる体制づくりに努め

てまいりますので、御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 次に、ウィズコロナ・ポストコロナの新しい生活様式に対応し、働く時間や場所を柔軟に活

用することのできる働き方として推奨されておりますテレワークの推進につきまして、総合市

民センターに１か所と、民間企業との協働による茂原ショッピングプラザアスモに１か所の合

計２か所にコワーキングスペースを設置いたしました。テレワークに関する需要を把握する実

証実験として９月末までの開設を予定しておりますが、多くの皆様に御利用いただけますよう

ＰＲに努めてまいります。 

 次に、教育文化について申し上げます。 

 社会で生きる力の育成につきましては、小中一貫教育に関しまして、これまでの小中連携教

育を推進するとともに、茂原市小中一貫教育構想委員会にて検討を重ねてまいりました。本年

度は本納中学校区で先進的に実施し、その効果や課題について検証してまいります。教育環境

の整備につきましては、５月に学校再編案に関する住民意見交換会を新治、本納、豊岡、五郷

の各地区で合計８回開催いたしました。いただいた御意見につきましては、６月18日に開催す

る茂原市学校再編審議会に提出し、茂原市学校再編第二次実施計画に関する答申に向け、審議

していただくこととしております。 

 スポーツ環境の充実につきましては、市民体育館の大規模改修工事が終了し、４月１日にリ

ニューアルオープンいたしました。利用者からは、館内が明るくなった、トイレが使いやすい

など、大変御好評をいただいているところでございます。また、今後は、国の新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、剣道場と卓球場及び柔道場に冷暖房機を導入

し、さらなる施設の充実に努めてまいります。 

 次に、健康福祉について申し上げます。 

 質の高い保育・幼児教育の提供につきましては、来年４月に開園予定のもばら空と杜のこど

も園の建設予定地となる旧五郷保育所の解体工事が完了し、今月から運営法人である社会福祉

法人すくすくどろんこの会が新園舎の建設工事に着手いたします。計画では、来年２月の竣工

予定と伺っております。 

 また、ほのおかこども園の開園に伴う低年齢児の受入れ枠の拡大などにより、本年４月は待

機児童ゼロを達成することができました。今後も、保育ニーズへの対応や子育て支援策を推進

し、待機児童ゼロの継続を目指してまいります。 

 配慮を必要とする子どもや家庭への支援につきましては、国の子育て世帯生活支援特別給付
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金（ひとり親世帯分）給付事業に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大により、経済的影響

が大きく受けていると考えられるひとり親世帯への生活支援を早急に実施するため、児童１人

あたり５万円の給付金を５月11日に支給いたしました。今後も国や県の動向を注視し、適切な

支援を行ってまいります。 

 次に、産業振興について申し上げます。 

 生産基盤の整備につきましては、農業用ため池の決壊による人的被害や水難事故を未然に防

止するため、市内にある全ての農業ため池68か所について巡視を行い、安全性の点検確認を実

施いたしました。また、３月には、市内小学校、幼稚園、保育所に通う児童に対して、水難事

故について注意喚起する文書を配付したところでございます。引き続き、関係機関と連携を図

りながら、農業用施設の適正な維持管理に努めてまいります。 

 農業経営の改善につきましては、有害鳥獣であるイノシシの生息域が拡大している中、広域

的な捕獲体制の強化の１つとして、５月より、長南町及び長柄町で捕獲された野生獣を本市に

立地しております民間獣肉加工施設へ搬入する体制が整ったところでございます。引き続き、

捕獲従事者の負担軽減やジビエの推進に向けて取り組んでまいります。 

 農産物のブランド化と販路拡大につきましては、平成30年にオープンいたしました農産物直

売所「旬の里ねぎぼうず」の新店舗が４月で３周年を迎えました。コロナ禍により遠方への外

出を控えたお客様が増加したことなどから、昨年同時期の売上げを大幅に上回っていると伺っ

ております。今後は、好評をいただいている葱ッペ餃子などの加工品のさらなる周知や６次産

業として、新たな商品開発の支援を実施してまいります。 

 中小企業の支援につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が縮小す

る中、継続して事業に取り組めるよう、市の融資制度及び制度利用者に対する利子補給、茂原

商工会議所との連携による相談体制の強化、国や県等の支援に関する情報発信の充実などを行

っております。引き続き、資金繰りの安定化や事業再建への支援に努めてまいります。 

 観光資源の整備につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年同様、茂

原桜まつりが中止となり、さらには、茂原七夕まつりにつきましても、誠に残念ながら中止が

決定されました。茂原七夕まつりの灯を消さないために、実行委員会により、来年の開催につ

ながる動画のインターネット配信を予定していると伺っております。市といたしましても、連

携して情報発信を強化してまいります。 

 次に、安全安心について申し上げます。 

 河川の整備につきましては、千葉県が一宮川で実施している河川激甚災害対策特別緊急事業
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のうち、中流域の鶴枝川合流点から豊田川合流点までの河道断面を拡大する工事が本年夏頃か

ら順次着工する予定でございます。 

 また、３月23日に流域市町村及び千葉県からなる第１回一宮川流域治水協議会において、全

国の２級河川、約2700水系の先駆けとなる「一宮川水系流域治水プロジェクト」を策定するこ

と、一宮川流域治水協議会に茂原市部会を設置することについて合意されました。５月24日に

は、第１回の茂原市部会を開催したところでございます。今後も、流域町村や千葉県、関係団

体等と連携し、水害の軽減が図れるよう取り組んでまいります。 

 内水対策の推進につきましては、長清水水門の排水ポンプが３月から供用開始いたしました。

引き続き、現在進めている早野排水機場及び鷲巣稲荷前水門の排水ポンプ整備の早期完成に向

け鋭意取り組み、さらなる内水対策の推進を図ってまいります。また、台風等の大雨が予測さ

れるときには、あらかじめため池の水位を下げ、ため池や水田が持つ貯水機能を活用し、防

災・減災の強化に取り組んでおります。なお、本年度も５月に一宮川上流部にあたる長柄町、

長南町に流出調整の協力を依頼したところでございます。今後は８月中旬から、市内のため池

24か所を対象に、地元管理団体と協力しながら水位調整管理を行い、治水安全度の向上に取り

組んでまいります。 

 次に、都市環境について申し上げます。 

 空き家対策の推進につきましては、昨年10月29日に発生した火災により全焼し、放置されて

いた市内本町の空き家について、所有者の所在が不明であったため、法的手続を進めておりま

したが、焼失した建物の解体が３月26日に完了し、現在土地の売却に向けて手続を進めている

ところでございます。引き続き、茂原市空家等対策計画に基づき、安心して生活できる住環境

の実現に努めてまいります。 

 生活環境の整備につきましては、「茂原市再生土の埋立て等規制条例」、「茂原市土砂等の

埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」の10月の施行に向けて、条例

の周知や監視体制等の整備強化を図り、市民生活の安全確保及び生活環境の保全に努めてまい

ります。 

 さて、本定例会に御提案申し上げます案件は、補正予算案１件、条例の一部改正３件、その

他18件、合計22件でございます。 

 議案第１号「令和３年度茂原市一般会計補正予算（第２号）」は、歳入歳出にそれぞれ１億

9585万8000円を追加し、歳入歳出の総額を312億8247万8000円にするものでございます。 

 次に、議案第２号「茂原市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につい
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て」は、行政手続の簡素化と市民負担の軽減を図るため、所要の改正をするものでございます。 

 次に、議案第３号「茂原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について」は、国の法令改正に伴い、所要の改正をするものでござい

ます。 

 次に、議案第４号「茂原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、国の法令改正に伴い、所要の改正を

するものでございます。 

 次に、議案第５号「変更契約の締結について」は、本納地区小中一貫型校校舎建設工事につ

いて、変更契約の締結にあたり、予定価格が条例で規定する１億5000万円以上であるため、議

会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第６号「教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」は、現委員の

高仲輝夫氏の任期が本年６月30日をもって満了となることから、引き続き同氏を委員に任命い

たしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同

意を求めるものでございます。 

 次に、議案第７号「固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」

は、現委員の山﨑春雄氏の任期が本年６月30日をもって満了となることから、引き続き同氏を

委員に選任いたしたく、地方税法第423条第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるもので

ございます。 

 次に、議案第８号から議案第21号「農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て」は、現委員の任期が本年８月２日をもって満了となることから、議案第８号につきまして

は八角德政氏を、議案第９号につきましては蒔田定雄氏を、議案第10号につきましては齋藤輝

児氏を、議案第11号につきましては杉浦文子氏を、議案第12号につきましては小髙一夫氏を、

議案第13号につきましては光橋正人氏を、議案第14号につきましては中村正明氏を、議案第15

号につきましては秋葉仁喜氏を、議案第16号につきましては浦島京子氏を、議案第17号につき

ましては小川克巳氏を、議案第18号につきましては糸久敏秀氏を、議案第19号につきましては

石井利明氏を、議案第20号につきましては加藤古志郎氏を、議案第21号につきましては鬼島一

郎氏を新たに委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、議案第22号「訴えの提起について」は、市が賃貸した土地上に建てられた家屋につい

て、賃貸借契約解除に伴い、不法占拠状態となっていたことから、土地の明渡し、家屋の撤去、
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未払賃貸料及び損害賠償金等を請求する訴えを提起しようとするものでございます。 

 以上が、今定例会に提案しております22案件の概要でございます。詳細につきましては、そ

れぞれ担当部長から説明させますので、よろしく御審議を賜り、御可決くださいますようお願

いを申し上げます。 

 私からは以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（中山和夫君） 企画財政部長 麻生新太郎君。 

（企画財政部長 麻生新太郎君登壇） 

○企画財政部長（麻生新太郎君） 企画財政部所管にかかわります議案第１号、第２号につき

まして御説明申し上げます。 

 初めに、議案第１号「令和３年度茂原市一般会計補正予算（第２号）」につきまして御説明

いたします。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億9585万8000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ312億8247万8000円にしようとするものです。 

 その概要を歳出より申し上げます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、８目財産管理費の財産管理運営費につきまして、レイクウッ

ズガーデンひめはるの里が閉園したことにより、賃貸借契約が中途解約されることから、次の

事業者を募集するにあたり、跡地を一体として管理する必要があるため光熱費や土地借上料、

市有地に立つ家屋の撤去及び土地の明渡し並びに市有地賃貸料等を請求する訴えを提起するた

め、訴訟委託料に合計731万4000円を、９目企画費の茂原市総合戦略推進事業につきまして、

ロケツーリズムを通じた持続可能なまちづくりの実現のため、映画制作等にかかわる事業者の

制作経費等に対する補助金に2414万円を、13目防災対策費の災害非常用対策事業につきまして、

新型コロナウイルス感染症対策関連備品を収納するため、防災備蓄倉庫設置工事、指定避難所

等に発電機、蓄電機等を配備するため非常用対策備品購入費等に合計１億1222万4000円をそれ

ぞれ追加するものでございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の放課後児童健全育成事業につきまして、

公設学童クラブで新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を図るため、消耗品費や学童クラブ

用備品購入費に、民設学童クラブの新型コロナウイルス感染症拡大防止対策経費等に対する通

年学童保育事業費補助金に合計825万円を追加するものでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費の新型コロナウイルスワクチン接種事業につきま

して、新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実施するため、医師謝礼、予防接種事務委託
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料等に合計2315万8000円を追加するものでございます。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費の需給調整推進事業につきまして、茂原市

地域農業再生協議会の事務等経費に対する交付金に12万2000円を、同じく３目農業振興費の農

業者育成支援事業につきまして、新規就農者が１人増となったことから、農業次世代人材投資

資金に150万円をそれぞれ追加するものでございます。 

 ６款商工費、１項商工費、３目観光費の観光振興事業につきまして、市内工場見学の観光資

源化、ジビエをはじめとする地元グルメやイベントによるおもてなし企画、開発など、新たな

観光をつくり出すため、産業観光コンテンツ等造成事業委託料等に合計1600万円を追加するも

のでございます。 

 ７款土木費、４項住宅費、１目住宅管理費の空家等対策事業につきまして、空き家等の利活

用を推進するため、「まちの活性化」グランドデザイン研究委託料に315万円を追加するもの

でございます。 

 次に、歳入の主なものについて申し上げます。 

 16款国庫支出金は、事業継続や雇用維持等への対応、並びに新しい生活様式を踏まえた地方

経済の活性化等への対応に対する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、新型コ

ロナウイルスワクチン接種事業に係る新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補

助金等により１億4228万1000円を、17款県支出金は、通年学童保育事業費補助金等の増額に伴

う千葉県子ども・子育て支援補助金の増等により437万1000円を、20款繰入金は、令和２年度

に基金に積み立てた企業版ふるさと納税について、事業実施にあたり、ふるさと茂原まちづく

り応援基金繰入金に1414万円を、21款繰越金は、所要一般財源として前年度繰越金に755万

2000円を、22款諸収入は、産業観光コンテンツ等造成事業委託料に対する補助金等により1751

万4000円をそれぞれ追加するものでございます。 

 続きまして、議案第２号「茂原市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定

について」御説明申し上げます。 

 本案は、行政手続の簡素化を推進し、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、押印

等を廃止する改正をするものでございます。 

 改正内容でございますが、固定資産評価審査委員会での書面審理において、審査申出人が提

出する審査申出書への押印を廃止し、また、口頭審理において関係者が提出する口述書への署

名押印を廃止するものでございます。 

 以上、企画財政部所管にかかわります議案２件につきまして御説明申し上げました。 
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 よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中山和夫君） 福祉部長 斎藤洋士君。 

（福祉部長 斎藤洋士君登壇） 

○福祉部長（斎藤洋士君） 福祉部所管にかかわります議案第３号及び第４号につきまして、

御説明申し上げます。 

 初めに、議案第３号「茂原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。 

 本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する省令の改正に伴い、所要の改正を行うも

のでございます。 

 改正内容でございますが、家庭的保育事業等の連携施設につきましては、教育基本法に定め

る教育または保育を行う施設であることが明確になるよう、用語や文章等の整理をするもので

ございます。 

 続きまして、議案第４号「茂原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。 

 本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに子ども・子育て支援施設等の運

営に関する内閣府令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容でございますが、保育所等の利用調整にあたり、施設や事業者が不足する場合を改

め、常時調整するよう用語や文章等の整理をするものでございます。 

 以上、福祉部所管にかかわります議案２件につきまして御説明申し上げました。 

 よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中山和夫君） 教育部長 中村一之君。 

（教育部長 中村一之君登壇） 

○教育部長（中村一之君） 教育部所管にかかわります議案第５号「変更契約の締結につい

て」御説明申し上げます。参考資料と併せて御覧いただきますようお願い申し上げます。 

 本案は、本納地区小中一貫型校校舎建設工事の変更契約の締結について、当初の予定価格が

１億5000万円以上であるため、金額の変更に際し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決をいただこうとするものでございます。 

 変更契約の理由といたしましては、令和２年７月22日に株式会社緑川組と契約いたしました

本納小学校の新校舎建設工事につきまして、建築工事や電気設備工事に係る設計内容が変更と

なったため、工事費用の増額が生じ、変更するものでございます。 
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 主な変更内容といたしましては、１点目といたしまして、防振材の布設範囲の変更でござい

ます。建物への振動を低減させるため、建物の東側部分に防振材を布設いたしますが、より有

効な効果を得るため、構造上一体となるテラスや室外機置場の下にも布設をいたします。 

 ２点目といたしまして、エレベーターの仕様の変更でございます。災害時の閉じ込め対策と

して、外から安全性を確認できるよう、扉にガラス窓を設置いたします。また、給食の食缶な

どの積み下ろしの作業効率を考慮し、延長ボタンを追加いたします。 

 以上の２点につきましては、施工中、工事監理会社の意見や学校の要望を受け、変更するも

のでございます。 

 次に、３点目といたしまして、天井点検口の増設でございます。ＧＩＧＡスクール構想によ

る校内ＬＡＮ整備に伴い、各教室内にアクセスポイントを設置する必要があり、今後、機器の

適切な管理を行うため、点検口を増設いたします。 

 ４点目といたしまして、情報設備の仕様の変更です。３点目と同様、ＧＩＧＡスクール構想

による校内ＬＡＮ整備に伴い、中学校職員室から小学校職員室まで配線を整備するための配管

を設置いたします。また、小学校職員室から新校舎の各階まで高速大容量通信が可能となる配

線にいたします。 

 以上の２点につきましては、令和元年度の設計当初では計画されていなかったＧＩＧＡスク

ール構想についての変更であり、新校舎におきましても、ＧＩＧＡスクール構想に適合した校

内ＬＡＮの整備が必要となったため、変更するものでございます。 

 最後に、５点目といたしまして、新校舎と既存中学校校舎で火災報知設備や放送設備、警備

設備など、各種設備の連携を図るための仕様の変更でございます。昨年度の11月に既存中学校

校舎の改修工事の設計が完了し、職員室などの配置も決定いたしましたので、各種設備の仕様

変更や配線、配管を追加するものでございます。 

 最後の５点目につきましては、新校舎建設の設計時期と既存中学校の校舎改修の設計時期が

異なることにより生じた変更となります。 

 変更前の契約金額は４億5540万円、変更後の契約金額は４億6431万円となっており、891万

円の増額となります。変更契約の相手方は、原契約者と変更はなく、株式会社緑川組でござい

ます。 

 なお、変更に伴う仮契約を令和３年５月17日に締結しております。また、工期に変更は生じ

ませんので、当初の契約どおり令和３年８月10日となっております。 

 以上、教育部所管にかかわります議案について説明をさせていただきました。 
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 よろしく御審議のほど、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中山和夫君） 総務部長 鈴木祐一君。 

（総務部長 鈴木祐一君登壇） 

○総務部長（鈴木祐一君） 総務部所管にかかわります議案第６号から第22号までについて御

説明申し上げます。 

 初めに、議案第６号「教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」御説明申し

上げます。 

 本案は、現委員の高仲輝夫氏の任期が本年６月30日をもって満了となることから、引き続き

同氏を委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

に基づき、議会の同意を得ようとするものでございます。 

 高仲輝夫氏は、平成29年７月１日から現在までの１期４年間にわたって茂原市教育委員会委

員を務められております。任期中に開催された会議では、元教員として本市の教育行政の施策

や方針等の策定に関しても積極的に発言されるなど、卓越した識見と能力を発揮されておりま

す。また、茂原市体育協会理事長や社会を明るくする運動茂原市推進委員会委員を務めるなど、

市政全般に御尽力をいただいており、教育委員会委員に適任と考えております。 

 次に、議案第７号「固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」

御説明申し上げます。 

 本案は、現委員の山﨑春雄氏の任期が本年６月30日をもって満了となることから、引き続き

同氏を委員に選任いたしたく、地方税法第423条第３項の規定に基づき、議会の同意を得よう

とするものでございます。 

 山﨑春雄氏は、昭和48年、茂原市役所に奉職以来、38年の長きにわたり市職員として茂原市

の発展に寄与していただきました。行政全般を熟知しており、固定資産の評価について精通さ

れております。固定資産評価審査委員には平成27年７月１日に就任以来、令和３年６月30日の

任期満了まで２期６年間にわたり委員を務め、固定資産評価審査委員会では公正、中立な立場

を信条とし、豊富な見識を持って活発に議論し、固定資産の価格の適否について、審議、決定

に尽力されており、固定資産評価審査委員会委員として適任と考えております。 

 次に、議案第８号から議案第21号「農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て」御説明申し上げます。 

 本14議案は、現委員の任期が本年８月２日をもって満了となることから、14名の方について、

農業委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同
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意を求めようとするものでございます。 

 議案第８号につきましては八角德政氏を、議案第９号につきましては蒔田定雄氏を、議案第

10号につきましては齋藤輝児氏を、議案第11号につきましては杉浦文子氏を、議案第12号につ

きましては小髙一夫氏を、議案第13号につきましては光橋正人氏を、議案第14号につきまして

は中村正明氏を、議案第15号につきましては秋葉仁喜氏を、議案第16号につきましては浦島京

子氏を、議案第17号につきましては小川克巳氏を、議案第18号につきましては糸久敏秀氏を、

議案第19号につきましては石井利明氏を、議案第20号につきましては加藤古志郎氏を、議案第

21号につきましては鬼島一郎氏を新たに委員に任命しようとするものでございます。 

 候補者14名は地域農業の発展に積極的に取り組んでおり、地域からの信頼や人望も厚い方々

でありますので、茂原市農業委員会委員として適任と考えております。 

 次に、議案第22号「訴えの提起について」御説明申し上げます。 

 本案は、茂原市茂原597番地１の市有地に建てられた家屋による不法占拠状態が長年にわた

り続き、近隣の景観を損ねるだけでなく、倒壊の危険性が高いことから、土地の明渡し及び家

屋の撤去を家屋所有者の相続人２名に求めるものでございます。あわせて、不法占拠以前の賃

貸借契約に伴う未払賃借料、賃貸借契約合意解除後の不法占拠に伴う損害賠償金、未払賃借料

及び損害賠償金に係る損害遅延金を相続人２名及び連帯保証人に請求するため、訴えを提起し

ようとするものでございます。 

 以上、総務部所管にかかわります議案17件について御説明させていただきました。 

 よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中山和夫君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

                ☆            ☆              

陳情の上程後委員会付託 

○議長（中山和夫君） 次に、議事日程第４「陳情の上程後委員会付託」を議題とします。 

 受付締切りの５月25日までに受理いたしました陳情２件を一括上程します。 

 ただいま上程しました陳情は、お手元に配付の陳情文書表のとおり、所管委員会にその審査

を付託します。 

                ☆            ☆              

休 会 の 件 

○議長（中山和夫君） 次に、議事日程第５「休会の件」を議題とします。 

 お諮りします。明３日から８日までは、議案等調査のため休会としたいと思いますが、御異
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議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議ないものと認めます。 

 したがいまして、そのように決定しました。 

 次の本会議は９日午前10時から開き、一般質問を行います。 

 本日は以上で散会します。御苦労さまでした。 

午前10時50分 散会 

                ☆            ☆              

○本日の会議要綱 

   １．会議録署名議員の指名 

   ２．会期の決定 

   ３．議案第１号から第22号までの上程説明 

   ４．陳情の上程後委員会付託 

   ５．休会の件 
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○出 席 議 員 

議 長  中 山 和 夫 君 

副議長  田 畑   毅 君 

      １番  御 園 敏 之 君   ２番  工 藤 孝 弘 君 

      ３番  河 野 英 美 君   ４番  横 堀 喜一郎 君 

      ５番  河 野 健 市 君   ６番  高 山 佳 久 君 

      ７番  西ケ谷 正 士 君   ８番  石 毛 隆 夫 君 

      ９番  岡 沢 与志隆 君   10番  向 後 研 二 君 

      11番  杉 浦 康 一 君   12番  小久保 ともこ 君 

      14番  山 田 広 宣 君   15番  金 坂 道 人 君 

      17番  細 谷 菜穂子 君   18番  鈴 木 敏 文 君 

      19番  平   ゆき子 君   20番  ますだ よしお 君 

      21番  三 橋 弘 明 君   22番  常 泉 健 一 君 

                ☆            ☆              

○欠 席 議 員 

      な   し 

                ☆            ☆              
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○出席説明員 

市 長  田 中 豊 彦 君  副 市 長  豊 田 正 斗 君 

教 育 長  内 田 達 也 君  理 事  山 田 隆 二 君 

総 務 部 長  鈴 木 祐 一 君  企 画 財 政 部 長  麻 生 新太郎 君 

市 民 部 長  田 中 正 人 君  福 祉 部 長  斎 藤 洋 士 君 

経 済 環 境 部 長  飯 尾 克 彦 君  都 市 建 設 部 長  渡 辺 修 一 君 

教 育 部 長  中 村 一 之 君  総 務 部 次 長 
(総務課長事務取扱) 

 渡 邉 正 統 君 

企 画 財 政 部 次 長 
(企画政策課長事務取扱) 

 木 島 成 浩 君  市 民 部 次 長 
(生活課長事務取扱) 

 宮 本 弘 美 君 

福 祉 部 次 長 
(社会福祉課長事務取扱) 

 平 井   仁 君  経済環境部次長 
(商工観光課長事務取扱) 

 山 本 茂 樹 君 

都 市 建 設 部 次 長 
(土木建設課長事務取扱) 

 白 井   高 君  都市建設部次長 
(建築課長事務取扱) 

 髙 橋 啓 一 君 

教 育 部 次 長 
(教育総務課長事務取扱) 

 佐久間 尉 介 君  職 員 課 長  田 中 秀 一 君 

財 政 課 長  
 

中 田 喜一郎 君     

                ☆            ☆              

○出席事務局職員 

 事 務 局 長  関 屋    典 

 局 長 補 佐  鶴 岡  隆 之 

 議 事 係 長  金 坂    賢 

 


